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抗議活動に参加する江原理事

春夏秋冬
　

４
月
28
日
を
沖
縄
で
は
「
屈
辱
の
日
」

と
呼
ぶ
。
１
９
５
２
年
の
こ
の
日
、
サ
ン

フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
と
日
米
安
保
条

約
が
発
効
。
当
時
、
連
合
国
軍
の
占
領
下

に
あ
っ
た
日
本
が
条
約
発
効
に
よ
り
独
立

を
果
た
す
一
方
、
沖
縄
な
ど
は
日
本
か
ら

切
り
離
さ
れ
た
。
沖
縄
は
、
１
９
７
２
年

５
月
15
日
に
ア
メ
リ
カ
か
ら
施
政
権
を
返

還
さ
れ
る
ま
で
、
日
本
国
憲
法
の
適
用
外

と
さ
れ
た
。

　

日
本
の
基
地
の
70
％
以
上
が
沖
縄
県
に

集
中
す
る
状
況
は
現
在
も
続
き
、
米
兵
の

沖
縄
住
民
へ
の
傷
害
・
殺
害
事
件
ま
た
米

軍
機
に
よ
る
住
民
・
施
設
へ
の
被
害
は
後

を
絶
た
な
い
。
基
地
が
存
在
す
る
こ
と
に

よ
る
恐
怖
と
不
安
が
沖
縄
に
押
し
付
け
ら

れ
て
い
る
状
況
を
本
土
は
ど
う
見
る
か
。

差
別
は
「
屈
辱
の
日
」
か
ら
続
い
て
い
る
。

　

３
月
９
日
、
衆
院
憲
法
審
査
会
が
開
催

さ
れ
た
。
日
本
維
新
の
会
と
国
民
民
主
党

は
改
憲
に
向
け
て
月
内
に
も
緊
急
事
態
条

文
案
を
取
り
ま
と
め
る
意
向
を
伝
え
、
改

憲
へ
の
意
欲
を
示
し
た
。

　

改
憲
に
は
国
会
で
衆
参
両
議
院
の
総
議

員
の
３
分
の
２
以
上
の
賛
成
を
経
た
後
、

国
民
投
票
に
よ
っ
て
過
半
数
の
賛
成
を
必

要
と
す
る
。
簡
単
で
は
な
い
。
し
か
し
、

今
回
の
改
憲
政
党
の
動
き
は
軽
視
で
き
な

い
。
立
憲
民
主
党
が
「
緊
急
事
態
条
項
を

設
け
る
ま
で
も
な
く
、
現
在
の
制
度
で
か

な
り
の
こ
と
が
で
き
る
」
と
主
張
し
、
共

産
党
は
「『
緊
急
事
態
』
と
称
し
て
政
府

に
権
力
を
集
中
さ
せ
、
国
民
の
権
利
制
限

を
強
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
」
と
批
判
し

た
。
旧
統
一
協
会
と
自
民
党
で
改
憲
案
が

一
致
し
て
い
る
事
実
も
あ
り
、
改
憲
が
国

民
目
線
で
進
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
は
明

ら
か
だ
。

　

沖
縄
の
「
基
地
付
き
」
本
土
復
帰
が
決

ま
る
直
前
、
琉
球
政
府
の
屋
良
朝
苗
主
席

が
「
復
帰
措
置
に
関
す
る
建
議
書
」
を
日

本
政
府
に
提
出
し
て
い
る
。
建
議
書
で
う

た
わ
れ
た
「
基
地
の
な
い
平
和
な
島
」

「
平
和
憲
法
の
下
で
の
基
本
的
人
権
の
保

障
」
「
地
方
自
治
の
確
立
」
「
県
民
本
位
の

経
済
開
発
」
と
い
っ
た
県
民
の
願
い
は
今

も
実
現
さ
れ
て
い
な
い
。

　

沖
縄
の
米
軍
基
地
は
む
し
ろ
拡
大
強
化

さ
れ
て
お
り
、
岸
田
政
権
下
で
日
本
列
島

全
体
が
米
戦
略
に
呼
応
し
た
前
線
基
地
と

な
り
つ
つ
あ
る
。
同
時
に
５
年
で
43
兆
円

の
大
軍
拡
が
推
し
進
め
ら
れ
よ
う
と
し
て

る
が
、
こ
れ
を
許
せ
ば
社
会
保
障
を
守
る

こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
歯
科
医
療
、

社
会
保
障
を
維
持
・
発
展
さ
せ
る
た
め
に

も
大
軍
拡
を
止
め
さ
せ
な
け
れ
ば
。
沖
縄

屈
辱
の
日
、
憲
法
記
念
日
に
歴
史
を
振
り

返
り
、
平
和
と
社
会
保
障
を
考
え
る
日
に

し
た
い
。

「
屈
辱
の
日
」と

「
憲
法
記
念
日
」に
歴
史
を
振
り
返
る

　

医
療
法
人
を
娘
に
承
継
す

る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
で
き

れ
ば
出
資
持
分
を
後
継
者
に

多
く
残
し
た
い
の
で
す
が
、

注
意
点
を
教
え
て
く
だ
さ

い
。 

（
60
代
・
男
性
）

　

持
分
の
定
め
の
あ
る
医
療

法
人
で
は
、
経
営
者
で
あ
る

理
事
長
の
交
替
だ
け
で
な
く

所
有
に
関
わ
る
出
資
持
分
の

承
継
が
問
題
と
な
り
ま
す
。

　

法
人
経
営
の
安
定
の
た
め

に
は
退
社
に
よ
る
持
分
払
戻

し
を
避
け
る
た
め
法
人
後
継

者
で
あ
る
相
続
人
に
出
資
持

分
を
集
中
さ
せ
た
い
と
こ
ろ

で
す
。
し
か
し
、
医
療
法
人

は
医
療
法
上
配
当
が
禁
止
さ

れ
て
お
り
、
利
益
が
蓄
積
す

る
と
出
資
持
分
の
評
価
額
が

高
騰
化
す
る
た
め
、
円
満
に

後
継
者
に
出
資
持
分
を
集
中

さ
せ
る
に
は
、
後
継
者
以
外

の
相
続
人
に
も
相
当
の
財
産

を
相
続
さ
せ
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。
ま
た
、
後
継
者
に
も

事
業
用
財
産
だ
け
で
な
く
、

相
続
税
納
税
の
原
資
と
な
る

金
融
資
産
の
相
続
も
一
定
必

要
で
す
。

　

出
資
持
分
の
承
継
は
、
役

員
退
職
金
支
出
時
や
設
備
投

資
時
等
の
持
分
評
価
額
が
下

が
る
時
期
に
合
わ
せ
た
承
継

が
効
果
的
で
す
。
生
前
の
承

継
の
場
合
、
無
償
の
場
合
は

贈
与
税
、
有
償
の
場
合
は
譲

渡
税
が
問
題
と
な
り
ま
す
。

　

遺
言
で
の
承
継
の
場
合

は
、
後
継
者
で
な
い
相
続
人

に
相
続
さ
せ
る
財
産
が
少
な

い
と
後
継
者
で
あ
る
相
続
人

か
ら
遺
留
分
侵
害
額
請
求
が

な
さ
れ
る
危
険
が
あ
り
ま

す
。

　

出
資
者
全
員
が
出
資
持
分

を
放
棄
す
る
こ
と
で
持
分
の

定
め
の
な
い
医
療
法
人
に
移

行
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま

す
。

生
前
に
放
棄
す
る
場

合
、
法
人
に
贈
与
税
が
課
税

さ
れ
る
の
が
原
則
で
す
が
、

認
定
医
療
法
人
の
認
定
を
受

け
て
納
税
猶
予
額
相
当
の
担

保
を
提
供
す
れ
ば
贈
与
税
の

納
税
猶
予
・
免
除
が
受
け
ら

れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
ま

た
、
相
続
が
発
生
し
て
も
相

続
税
の
申
告
期
限
ま
で
に
認

定
医
療
法
人
と
担
保
の
問
題

を
ク
リ
ア
す
れ
ば
相
続
税
の

納
税
猶
予
・
免
除
が
受
け
ら

れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

持
分
の
定
め
の
な
い
医
療

法
人
の
承
継
は
、
出
資
持
分

が
な
い
た
め
基
本
的
に
理
事

長
の
交
替
で
承
継
が
完
結
し

ま
す
。

 

（
弁
護
士
・
楠
晋
一
）

転ばぬ先の　
　法律相談

医院経営第36回 医療法人の相続に関する注意点

出資持分の承継は、
時期を見計らって効果的にも

江原政策部長が参加

ストップ カジノ
緊急街頭宣伝

不
当
判
決
「
最
高
裁
で
闘
う
」

　

府
知
事
選
挙
は
大
敗
。
し

か
し
命
魂
ま
で
は
奪
わ
れ
て

い
な
い
。
維
新
を
解
体
し
と

ど
め
を
刺
す
ま
で
闘
い
は
終

わ
ら
な
い
。
選
挙
結
果
を
受

け
、
数
々
の
問
題
を
指
摘
し

な
が
ら
も
総

理
が
大
阪
に

日
本
初
の
民

営
博
打
場
を

作
る
こ
と
を

認
可
し
た
。

維
新
へ
の
政

治
的
配
慮
で

あ
る
。
現
政

権
が
ま
と
も
で
は
な
い
こ
と

を
自
ら
証
明
し
た
と
言
え
る

の
で
は
な
い
か
。
負
け
犬
の

遠
吠
え
と
言
う
な
ら
言
え
ば

い
い
。
維
新
の
理
不
尽
に

黙
っ
て
は
な
ら
な
い
。
嘆
い

て
る
暇
は
な
い
。
維
新
に
打

撃
を
与
え
る
機
会
が
迫
っ
て

い
る
。
６
月
４
日
堺
市
長
選

挙
は
、
維
新
市
政
の
４
年
間

を
振
り
返
っ
て
転
換
さ
せ
る

大
チ
ャ
ン
ス
で
あ
る
。
必
ず

勝
利
し
て
ス
ト
ッ
プ
カ
ジ
ノ

維
新
解
体
の
第
一
歩
に
し
た

い
と
考
え
て
い
る
。

生
活
保
護
基
準
引
き
下
げ
違
憲
訴
訟

　

４
月
14
日
、
府
知
事
選
挙
の
結
果
を
見
計
ら
っ
て
い
た
か

の
よ
う
に
、
国
土
交
通
相
は
、
大
阪
府
と
大
阪
市
の
カ
ジ
ノ

を
含
む
統
合
型
リ
ゾ
ー
ト
＝
Ｉ
Ｒ
に
つ
い
て
整
備
計
画
を
認

定
し
た
。

　

当
日
、
市
民
団
体
な
ど
が
呼
び
か
け
、
大
阪
市
内
で
街
頭

宣
伝
を
実
施
。
参
加
し
た
政
策
部
長
の
江
原
豊
理
事
に
思
い

を
寄
せ
て
も
ら
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

◇

　

国
が
２
０
１
３
年
か
ら
生

活
保
護
基
準
を
最
大
10
％
引

き
下
げ
た
問
題
で
、
最
低
限

度
の
生
活
を
保
障
し
た
憲
法

25
条
な
ど
に
反
す
る
と
し

て
、
受
給
者
が
国
を
相
手
取

り
闘
っ
て
き
た
裁
判
で
大
阪

高
裁
は
４
月
14
日
、
原
告
敗

訴
の
不
当
判
決
を
言
い
渡
し

た
。
全
国
で
は
初
め
て
の
２

審
判
決
と
な
る
。
原
告
側
は

最
高
裁
に
上
告
す
る
考
え
を

示
し
て
い
る
。

　

生
活
保
護
基
準
引
き
下
げ

違
憲
訴
訟
は
全
国
29
都
道
府

県
で
１
０
０
０
人
を
超
え
る

受
給
者
が
原
告
と
な
り
取
り

長
は
、
国
の
支
給
額
引
き
下

げ
の
判
断
は
「
合
理
性
が
な

い
と
は
言
え
な
い
」
な
ど
と

し
て
、
一
審
の
原
告
勝
訴
の

判
決
を
取
り
消
し
、
受
給
者

の
訴
え
を
退
け
た
。

　

大
阪
弁
護
団
事
務
局
長
の

和
田
信
也
弁
護
士
は
報
告
集

会
で
、「
結
果
は
逆
転
敗
訴
。

国
の
あ
ら
ゆ
る
主
張
に
対
し

て
一
定
の
合
理
性
を
認
め
、

す
べ
て
適
法
と
し
て
し
ま
っ

て
い
る
。
初
期
の
地
裁
の
敗

訴
判
決
に
先
祖
返
り
し
た
。

高
裁
レ
ベ
ル
で
こ
の
内
容
。

非
常
に
シ
ョ
ッ
ク
だ
が
、
亡

く
な
っ
た
原
告
の
方
た
ち
の

思
い
も
あ
る
。
こ
こ
で
終
わ

る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
直

ち
に
上
告
し
最
高
裁
で
闘
っ

て
い
く
」
と
引
き
続
い
て
の

支
援
を
呼
び
か
け
た
。

げ
違
憲
訴
訟
を
支
え
る
会
が

立
ち
上
げ
ら
れ
、
協
会
か
ら

矢
部
あ
づ
さ
副
理
事
長
が
副

代
表
と
し
て
参
加
し
て
い

る
。
生
活
保
護
基
準
は
社
会

保
障
の
さ
ま
ざ
ま
な
制
度
に

連
動
し
、
大
き
く
影
響
を
受

け
る
（
日
本
弁
護
士
連
合
会

　

生
活
保
護
制
度
Ｑ
＆
Ａ
参

照
）。
協
会
も
支
え
る
方
針

を
掲
げ
て
き
た
。

　

２
０
２
１
年
２
月
大
阪
地

裁
で
は
、
国
の
減
額
の
算
定

方
法
に
つ
い
て
「
誤
り
で
、

違
法
だ
」
と
判
断
。
生
活
保

護
基
準
の
引
き
下
げ
を
取
り

消
す
判
決
が
出
さ
れ
、
そ
の

後
全
国
の
地
裁
で
原
告
側
の

勝
訴
が
続
い
て
い
た
。
大
阪

で
は
国
側
が
控
訴
し
た
た
め

高
裁
で
の
闘
い
と
な
っ
た

が
、
山
田
明
大
阪
高
裁
裁
判

組
ま
れ
て
き
た
。
大
阪
で

は
、
生
活
保
護
基
準
引
き
下
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23・24年度　第１回　理事会報告　2023年４月８日
【報告事項】
・ 新型コロナウイルスへの対応では、患者トラブルを避けるために、マ
スク着用を促す窓口用ポスターを作成し、３月15日号に同封した。
・ オンライン資格確認義務「不存在」確認訴訟について、東京保険医
協会に賛同を決め、３月15日付・25日付機関紙で案内した。
・ 保険でより良い歯科医療を求める取り組みでは、ポケットティッシ
ュの活用をファクスで呼びかけ、会員42人から7,000個の申し込み
があった。
【協議事項】
・ 大阪府知事・市長ダブル選挙について、カジノより命と暮らし、健
康を位置付け、全会員への対話・支持訴え、募金を会員一人当たり
421円、総額180万円を目標に取り組む。
・ 保険でより良い歯科医療の実現を求める活動について、５月理事会
前に街頭宣伝に取り組む。
・ 各地区総会で選出された評議員の名簿に基づき、理事会で確認、理
事長が委嘱を承認する。
　――ことなどを決めた。

三
島
地
区

　

三
島
地
区
は
３
月
18
日
、

高
槻
市
内
で
総
会
を
開
き
宇

賀
神
直
也
地
区
責
任
者
が
２

０
２
３
年
度
の
活
動
方
針
・

予
算 

案
な
ど
を
報
告
し

た
。
２
０
２
４
年
度
の
診
療

報
酬
改
定
へ
向
け
「
保
険
で

よ
い
歯
科
」
の
運
動
を
推
進

す
る
こ
と
な
ど
を
呼
び
か
け

た
。

南
河
内
地
区

　

南
河
内
地
区
は
３
月
25

日
、
河
内
長
野
市
内
で
地
区

総
会
と
社
保
講
習
会
を
開

き
、
22
年
度
活
動
の
ま
と
め

と
地
区
役
員
の
改
選
を
は
じ

め
と
す
る
23
年
度
の
予
算
・

方
針
案
を
参
加
者
全
員
で
確

認
・
採
択
し
た
。
地
区
責
任

者
に
は
中
村
新
太
郎
氏
（
理

事
・
富
田
林
市
開
業
）
を
、

評
議
員
に
は
定
数
の
５
人
を

選
出
し
た
。
総
会
に
は
10
人

が
参
加
し
た
。

　

22
年
度
は
、
南
河
内
地
区

内
全
市
町
村
で
子
ど
も
医
療

費
助
成
制
度
年
齢
枠
を
18
歳

ま
で
引
き
上
げ
を
め
ざ
す
運

動
が
実
を
結
び
、
24
年
４
月

に
は
実
現
の
目
途
が
つ
い
た

こ
と
を
報
告
。
23
年
度
は
、

カ
タ
シ
モ
ワ
イ
ナ
リ
ー
見
学

を
は
じ
め
と
す
る
会
員
交
流

企
画
を
旺
盛
に
取
り
組
ん
で

い
く
こ
と
な
ど
を
決
め
た
。

　

社
保
講
習
会
で
は
、
平
尾

清
司
氏
（
社
保
研
究
部
部

長
）
と
藤
井
佐
都
樹
氏
（
同

部
員
・
松
原
市
開
業
）
が
補

綴
分
野
を
中
心
に
22
年
診
療

報
酬
改
定
を
振
り
返
っ
て
解

説
し
た
。


